
１．放課後等デイサービスを取り巻く状況
　2006 年の障害者自立支援法によって精神障害、
知的障害、身体障害の 3 障害は法制度上、一元化
され、2016年には障害者差別解消法が施行された。
教育現場においては、2007 年 4 月に学校教育法
等の一部改正に伴い特別支援教育が法制化され、
法制度と学校における障害児・者をめぐる状況は
2000 年代に大きな変換を遂げた。 
　学校における特別支援教育については、カリ
キュラム、教育プログラム、教師によるアセスメ
ント等、効果や意識に関する研究が多く行われて
きている（e.g., 藤井他 , 2016; 土田・青山 , 2016; 
岡本 , 2016; 藤田 , 2016）。しかし学校教育以外で
は、包括的な効果の検討は十分とはいえない。中
でも放課後の通所サービスは、3 障害の一元化に
伴う法制上の大きな変換があったばかりである。
　2012 年の児童福祉法改正により障害の種別と
程度の垣根を超える放課後等デイサービス（以後、
放課後等 DS と表記）となったが、国によるガイ

ドラインの提示は 2015 年 4 月であり、実態や課
題の整理、効果的なプログラムの心理学的な検証
はいまだ不十分なのが現状である。
　放課後等 DS は、放課後や長期休暇中の生活能
力向上の訓練等の継続的な提供と居場所づくり推
進の場として位置付けられている。制度改正前の
児童デイサービスから移行した事業所の多くは知
的や身体の障害を対象としてきており、また制度
改正後は民間企業や一般社団法人も参入しやす
く、新規参入した事業所や運営者も多い。そのた
め、特に発達障害児への対応についてはスタッフ
の資質、アセスメントや活動プログラムのいずれ
も現場で模索中の事業所が多く、学術的なエビデ
ンスに基づいたものは少ない（Kimura, 2017）。
発達障害児の特性は多様なだけでなく、表出場面
が限定的なケースも多く、適切な対応は専門家に
も難しいとされている（e. g., 市川 , 2014; 黒田 , 
2015）。さらに放課後等 DS は生活の場でもある
ことから、学校における時間割とは異なり、発達
障害児にとって明白な枠組みが見えづらく、学校
では感じない困難を感じ、特性に起因する行動を
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とる機会が増えることが懸念されている（中村・
木村・小野寺 , 2013）。同様の問題を既に学童保
育が抱えていることは既に明らかにされている

（木村 , 2016）。しかし発達障害児が社会適応と社
会的自立を目指すためには、学校以外の生活の場
でも個々の特性の理解と適切な対応が不可欠であ
り、そのためにはライフスキルの習得の場として
の放課後等 DS の役割は大きいと考えることがで
きる。

２．発達障害への対応
　一方、発達障害を取り巻く状況については、
2004 年に発達障害者支援法が施行され、アスペ
ルガー症候群や ADHD といった発達障害をもつ
人々への支援は喫緊の課題とされ、自治体におい
ても、相談窓口の設置をはじめとした支援策の整
備が進みつつある。精神保健福祉分野の相談、デ
イケア、地域支援活動において取り扱われる成人
の発達障害関連の事案の件数から見ても、統合失
調症やうつ病に比肩する値を示している。しかし、
発達障害への対応や支援策は十分なものとはいえ
ず、例えば成人のデイケアにおいても発達障害と
他の精神障害を分けている機関は少ない。実際、
発達障害の鑑別診断の困難さや、確定診断までの
過程を考えると、厳密に両者を分けることは難し
い。このことも、発達障害をもつ人々のみへの対
応プログラムを開発、検討することの妨げとなっ
ていると考えられる。学校教育の現場においては、
発達障害は特別支援教育以前の枠組みである特殊
教育では対象外となるケースも多く、発達障害を
抱えていたであろう児童、生徒の多くは、知的障
害を伴えば知的障害児として扱われ、知的障害を
持たなければ、単に「変わった子」、「先生の言う
ことを聞かない子」「学級を乱す子」として支援
ではなく指導の対象としてのみ扱われることが多
かった。
　さらに、発達障害への対応は早いほど効果的で
あり、早い段階で適切な対応がなされていれば、
生活上の支障はさほど大きくならないこともある
ことも指摘されている（e. g., 市川 , 2014; 黒田 , 
2015）。2007 年の改正学校教育法の施行から特別
支援教育の対象となった。これにより、児童、生

徒一人ひとりの教育的ニーズに合わせた支援を行
うという考え方の下、学校は早期発見、早期対応
を行う機関としても機能し始めている。それに伴
い、特別支援教育コーディネーターや巡回相談と
いったシステムの整備や、情緒障害児学級での対
応が行われ、一定の効果を上げているとされてい
る。その一方で、発達障害の診断を受けていたり、
その疑いがある学齢期の子ども達への支援策は、
家庭の他、主に学校生活を円滑に送ることのみに
焦点が当てられているものが多い。しかし、彼ら
の well-being のためには、余暇教育 / 支援など、
学校生活以外に焦点を当てる必要性が指摘されて
いる（瀬沼 , 2002）。したがって、発達障害と診断、
あるいはその疑いを指摘された小学生への、学校
以外での対応の検討は急務であるといえる。

３．発達障害の二次障害としての学校不適応
　社会の構造変動に伴い、学校不適応に陥ったり
不登校となる子どもは増加を続けてきた。これに
対し適応指導教室、情緒障害児学級やスクールカ
ウンセラー制度などが整備され、学校不適応の児
童・生徒の心の問題への個別ケアの体制は、ハー
ド、ソフトの両側面から整いつつある。しかし、
近年の学校不適応の背景は、従来のように学校で
の友人や教師といった対人関係の問題だけでな
く、格差社会化と「子どもの貧困」の問題といっ
た家庭環境の問題もあるとされており、単純に特
定の要因を想定した支援を行うことが困難になっ
ている。
　さらに、対人関係の問題に焦点を絞っても、そ
の背景に発達障害の存在の可能性も指摘されてい
る。これは、青年期におけるひきこもりと発達障
害に関係があることを星野（2011）が指摘してい
ることからも容易に推測できる。しかし、学齢期
は社会化が発達途上であり、対人関係に問題が生
じても障害特性によるものか否かの判別が困難で
ある。このことから、発達障害を抱える児童にとっ
ては、適切な支援を受けることができずに不登校
へとつながるケースも多いことが推測される。
　一方、不登校に陥った児童生徒の対応を、学校
での適応を目標に支援した結果、その後の適応が
必ずしも良好ではないことも示されている。2009
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年に内閣府が行った「高校生活及び中学校生活に
関するアンケート調査」の結果によれば、中学 3
年時に不登校であった生徒のうち 16.5％は、中学
卒業後 3 年経過時に「仕事にはついておらず、学
校にも行っていない」状態にある（内閣府政策統
括官 , 2009）。現在の支援体制によるニート化の
予防は必ずしも十分とはいえない。これらの結果
は、調査時期から、発達障害と学校不適応の関連
が制度化される前に支援を受けたであろう生徒の
その後と考えることも可能である。
　不登校をはじめとする学校不適応者への対応に
は、学校への適応だけでなく、長期的に見た社会
的な適応が重要である。2003 年 4 月に文部科学
省より出された「今後の不登校への対応の在り方
について」の報告の段階でも、不登校や学校不適
応者に対し、将来の社会的自立に向けた支援が重
要な課題であることが指摘されていた。恒常的な
社会適応である社会的自立を獲得するための支援
において注目すべきは、wellness であるといえる。
wellness とは「健康を維持するための社会・情緒
的なコーピングスキルを含む身体的・精神的な健
康」であり、個人的な well-being、アイデンティ
ティの発達の他、学業達成度や精神的な意味の追
求のような個人的な目標の達成を含む、健康の最
低限の基準を超えたものである（e.g., Maton et 
al. 1998; Maton & Wells, 1995）。つまり、個人の
情緒や対人関係のスキル、生活習慣を相互に関係
するものとして包括してとらえた心身の総合的な
健康のことであり、これを獲得することで、心身
ともに安定して社会とのつながりをもつことがで
きるようになり、社会的自立へとつながると考え
ることができる。適応とは、人と環境の「両者が
調和した良い関係にある状態」であることから（福
島 , 1989）、wellness の獲得によって、適応が得
られるとも考えられよう。すなわち、学校不適応
の児童生徒の対応を考えるには、発達障害を持つ
児童生徒を含んでいる可能性を考えても、
wellness の獲得を目指すことが、持続的な社会適
応につながるのではなかろうか。

４．wellness の獲得のための方略の検討
　前述のような wellness の獲得のために必要な

スキルについて考察する。心身の総合的な健康で
ある wellness については、前述のように心身の
総合的かつ包括的な健康と定義されるものであ
り、実際の支援や教育の現場において、その獲得
を目指したプログラムを策定、実施し、評価を行
うには、さらに具体的な評価対象となるスキルが
必要となる。そこで、wellness の獲得に必要なス
キルは、ライフスキルが適切ではないかと考える
ことができる。ライフスキルについては、世界保
健機関（WHO）が「日常の様々な問題や要求に
対し、より建設的かつ効果的に対処するために必
要な能力」と定義している。また WHO はあわせ
てこのようなライフスキルに重要な項目として
ⅰ）意思決定能力、ⅱ）問題解決能力、ⅲ）創造
的思考、ⅳ）批判的思考、ⅴ）効果的なコミュニ
ケーション能力、ⅵ）対人関係の構築と維持能力、
ⅶ）自己認識、ⅷ）共感する能力、ⅸ）感情を制
御する能力、ⅹ）緊張とストレスに対処する能力
を挙げている（WHO, 1997）。ライフスキルは、
健康教育カリキュラムのモデルであるPRECEDE- 
PROCEED model（Green,L & Kreuter, 1991）に
おける実現要因にも含まれるスキルとされており
（滝澤 , 2003）、このことからも、ライフスキルの
習得が wellness の獲得につながると考えられる。
では、ライフスキルはどのようにすれば獲得でき
るのであろうか。
　そもそも格差社会化と「子どもの貧困」の問題
といった家庭環境の問題が学校不適応の背景にあ
ることが指摘されてから、家庭での健康的な生活
習慣の未確立という問題も、同時に指摘され始め
た。健康的な生活習慣の未確立は、wellness の獲
得を遠ざけ、社会的な自立を妨げる要素の 1 つと
考えられている（木村 , 2007）。これを受け、子
どもの生活習慣面の支援については、2008 年度
にスクールソーシャルワーカー導入の試みも行わ
れたが、未だ十分な支援システムが確立されてい
るとはいえない。
　このような中で注目すべき実践の 1 つとして、
宿泊を伴う自然体験活動を通じたグループワーク
を指摘することができる。自然体験活動は、1992
年に文部省（当時）による「登校拒否問題への対
応について」通知において、「社会教育施設を利
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用して行われる登校拒否児童生徒の適応指導のた
めの自然体験活動等の事業の推進を図ること」と
の文言で、学校に行かない児童・生徒への支援策
の 1 つとして取り上げられ（文部科学省 , 1992）、
いくつかの研究がその有効性を示唆している（e.g., 
坂本 , 1988a, b; 兄井 , 2004）。実際に、情緒障害児
学級や適応指導教室では、これまでにも自然体験
活動がしばしば実施されてきた。しかし、その成
果についての研究は、自然体験活動が対人関係の
もち方やパーソナリティなどの個人の心の問題の
及ぼす効果にのみ焦点化されており、ライフスキ
ルの習得や社会的自立への効果といった wellness
の獲得を包括的に検証したものはほとんどみられ
ず、具体的なプログラムについて、詳細に検討し
た研究も少ない。しかしその一方で、橋本他（2011）
は、発達障害を抱える中学生を多く含む情緒障害
児学級での宿泊型体験学習のプログラムを開発
し、生活習慣、メンタルヘルスを含めた社会適応
を、グループダイナミクスと個人への効果の相互
作用に配慮しつつ測定、検証し、一定の効果があ
ることを示している。さらに、大学生を対象とし
た健康教育に関するアクションリサーチでは、集
団によるレジャー活動を用いたプログラム開発
が、企画、遂行、効果の評価の 3 点から行われ、
これら 3 つを的確に設定することで、多様な参加
者が 1 つのプログラムに参加し、それぞれ目標を
達成することが可能であることが示されている

（木村・中村 , 2016）。
　以上のことから、中学生、大学生、障害の有無
や健康度の違いにかかわりなく効果的なプログラ
ムの開発は可能であると考えることができる。

５．放課後等デイサービスで必要なプログラム
　ここまで概観してきた、ライフスキルの習得に
関するプログラムは、野外体験活動を用いたもの
であり、さらにその多くは宿泊を伴うものである。
確かに、宿泊を伴う野外での体験活動は、余暇支
援としての側面のみならず、衣食住にまつわる活
動を全て含んでいることを鑑みると、日常生活に
近い場面の体験という側面ももっているといえ
る。
　本節では、都内で放課後等 DS の事業所を複数

運営する株式会社の経営者、児童発達支援管理責
任者、指導員に対して 2016 年に実施したインタ
ビュー調査の結果を踏まえて、放課後等 DS で必
要なプログラムとその開発について述べる。なお、
指導員はそれぞれ、臨床心理学を専門とする者、
体育の教員免許、理学療法士の資格をもつ者の 3
名であった。

５－１　体験活動の重要性
　文部科学省は、2002 年より「豊かな体験活動
推進事業」を実施している（文部科学省 , 2009）。
これは、近年の「高度情報化や都市化、少子化と
いった社会の変化に伴い、子どもについて社会性
の不足、生命の尊重や基本的な倫理観が不十分で
あるといった指摘」を受け、既に小学校から高校
までで取り組んでいる体験活動のさらなる拡充を
目指すものである。あわせて、体験活動を推進す
る必要性の背景には、「子どもの意欲や協調性の
欠如が指摘されており、生活や学習における意欲
や、知識やノウハウを実践に結びつける力などの
『人間力』、『社会人基礎力』等社会人としての基
礎的な能力の養成・強化を図る」という目的があ
るとしている。また、学校教育の場での体験活動
への取り組みは、「規範意識や社会性等を養う機
会の確保」と、「平時とは異なる児童生徒の様子
を見取ることによる児童生徒の新たな一面の発
見」をもたらすとし、学級経営の向上につながる
という成果も期待されている。その一方で、「体
験活動の理念の浸透や実施の際のノウハウ等は依
然として不足している状況にある」ことも指摘さ
れている。
　体験活動の実態については、児島ら（2007）が、
子どもと教諭を対象とした大規模な全国調査を
行っている。これによると、学校で取り組んでい
る体験活動の種類の内、最も多いのは「自然に親
しむ体験活動」（85%）であり、続く「ボランティ
アなどの社会奉仕的な体験活動」（68％）を大き
く引き離していた。前述の「豊かな体験活動推進
事業」の内容である「オリエンテーリングなどの
身体的な体験活動」「地域間交流」「集団宿泊体験」
への取り組みは、それぞれ順に 22%、22%、24%
と少なく、このこと自体が課題として指摘されて
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いた。また、同調査によると、学校側が体験活動
に期待している教育効果としては、「人間関係形
成力の育成」（91%）、「集団の中での適切な行動」

（85%）、「規範意識・モラルの向上」（68%）といっ
た、社会的な諸能力の育成が重視される傾向に
あった。さらに、「将来の進路や仕事への関心」

（54%）、「自立心の育成」（52%）、「学習意欲の向上」
（51%）といった子ども自身の自己形成への期待
も半数以上でみられた。実際に、5 日以上の長期
宿泊体験活動を行った学校を対象に、得られた効
果と課題を尋ねた質問に対しては、人間関係の形
成と、自立性の育成についての効果が高いとの回
答が得られていた。課題としては、「財政的な支援」

「時間の確保」「活動内容の企画立案」「指導員や
指導補助者の確保」が挙げられていた。
　以上のような取り組みは、特に障害や学校不適
応などの困難を抱える子ども達を対象としていな
いが、目的が「社会的緒能力の育成」と「自己形
成」であることから、彼らへの適用も十分に可能
であると考えられる。

５－２　  日常との連続性のあるプログラムの開発
と検討

　このように体験活動のもつ様々な特徴が重要で
あることが指摘されている。ここでは特に 2 つの
特徴に注目したい。一つは、前述したような日常
生活でも行われる体験を含んでいるという特徴で
ある。もう一つは、体験活動が非日常場面で行わ
れることが多いため、ポジティブ感情の喚起を促
しやすい活動を容易に含められるという特徴であ
る。これらの特徴が体験活動において存分に発揮
されることで、ライフスキルの習得がなされ、日
常生活における wellness の獲得につながると考
えることができる。つまり、ライフスキルの習得
を目的とする体験活動プログラムの開発の際に
は、体験活動によってもたらされた効果を日常生
活につなげるための方略までを含めて、一つのプ
ログラムとしてとらえる必要があるということで
ある。
　特に放課後等 DS は、放課後、土日祝日、長期
休暇といった年間を通したプログラムを提供して
いるため、イベントとしての位置づけとなるプロ

グラムも多く実施している。したがって、日常と
非日常の連続性を考えることは利用者である子ど
もたちが効果的にライフスキルを習得するために
重要となる。また、多くの放課後等 DS は、その
1 日当たりの定員が 10 名前後であり、いずれの
プログラムもグループを対象としたものである。
プログラムにおいてグループを活用することは、
ライフスキルの習得を目的とする場合、有効であ
ることは既に示されてきた（木村他 , 2011；木村・
中村 , 2016）。放課後等DSに通う学齢期の子ども
たちにとって、将来の社会的自立は、wellness の
獲得につながる重要な課題である。
　そこで、プログラムの開発に際しては、
Figure1 のような概念モデルを用いることが有効
であると考えられる。このモデルは、個人が社会
や、より大きな環境の中核に位置づけられ、しか
も各層が相互作用的な関係性の中にあるとした、
コミュニティ心理学に基づくモデル（笹尾 , 2007）
を基にしている。この概念モデルは、個人が社会
や環境へとつながるプロセスを図示したものであ
り、前述したように、適応の定義が「人と環境の
両者が調和した良い関係にある状態」とすれば、
Figure1 のような図において、個人が円の中心と
して調和する状態が、適応している状態と考える
ことができる。

Figure1．個人から環境との調和に向けたプログラム
の概念モデル
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５－３　プログラムのデザインの検討
　プログラム開発において用いられるモデルに、
Linney and Wandersman（1996）によるロジック・
モデルがある。これは、ある介入プログラムにお
いてⅰ）適切な目標を設定し（企画）、その目標
のために、ⅱ）プログラム活動を実施し（遂行）、
さらにそのⅲ）結果を評価する（評価）という 3
つの段階でプロセスを明確にするモデルである。
これより、放課後等 DS における持続可能なプロ
グラムの開発には、企画、遂行、評価の 3 段階を
それぞれ検討する必要があり、プログラムの企画
と評価を含めたデザインを考える必要がある。
　福祉領域におけるセラピューティック・レクリ
エーションで用いられることの多い活動計画の手
法に A-PIE プロセスがある。これはⅰ）事前評
価（A）、ⅱ）計画作成（P）、ⅲ）実施（I）、ⅳ）
評価（E）、ⅴ）再査定（RA）の過程を経る、個
別の視点を重視した、個人を対象とした単独のレ
クリエーション活動を想定したプログラム計画と
なっている。しかし、レクリエーション活動は、
通常、グループを対象に実施されることが多い。
Bion（1961）は、全体としてのグループという概
念の中で、グループを単純に個の集まりとしてと
らえるのではなく、グループには参加者の個々の
関係を超えた固有の力動があると説明している。
そのため、グループを対象としたプログラムでは、
グループダイナミクスを最大限引き出し、その力
動をどのような方向性に導くかといったグループ
からの視点でとらえなければならない。そのため、
プログラムの方針である concept に則り、ニーズ
の把握、分析とアセスメントを行いながら、目的
である object を抽出し、目的に到達するための
具体的な目標である goal を設定し、それがプロ
グラムの課題や構成にまでつながる系統的なプロ
グラムデザインの構築をする必要がある。
　concept、object、goal については、それぞれ
を以下にまとめておく。

５－３－１　concept
　プログラムの全体に関する方針。不測の事態が
生じた場合であっても、プログラムの企画におい
て concept が明白であり、スタッフ間で共有され

ていると、プログラムに含まれる活動の優先順位
が明確になり、目的からそれることなくプログラ
ムを進行することができるため、質を担保するこ
とができる。
　放課後等 DS におけるプログラムの場合、各事
業所がソフト面からもハード面からも行うことの
可能なプログラムの内容が反映される部分であ
り、各事業所の特徴ともなるものである。

５－３－１　object
　前述の concept に則り、プログラムの参加者あ
るいはプログラムが行われるコミュニティのニー
ズを受けて、指導者のスキルや利用できる環境資
源と照らし合わせながら、プログラムの目的を決
める。プログラムの最終的な到達点ともいえる。
　本稿で考える放課後等 DS の場合、wellness の
獲得がこれに相当する。

５－３－２　goal
　object に到達するために設定されたプログラム
の具体的な達成目標のこと。プログラムのデザイ
ンとして目的は変更しないものの、goal は実施状
況などによる変更が可能である。
　本稿で考える放課後等 DS の場合、ライフスキ
ルの習得がこれに相当する。

５－４　プログラム評価とアセスメント
　Figure1 のような概念モデルに基づいてライフ
スキルの習得を目的とするプログラムを開発し、
さらにそのプログラムにおいて、非日常と日常の
生活をつなぐ方略を検討するには、プログラムの
もたらす効果を適宜、検証することが重要となる。
利用者である子どもたちにとって効果的なプログ
ラムとなっているのかを把握し、本人や家族、学
校に伝え、ライフスキルとして定着させることが、
wellness の獲得につながるといえる。特に非日常
のイベント的なプログラムでは、ポジティブ感情
が喚起されることから一時的な効果は高いもの
の、日常生活に戻ってからの効果の持続が見られ
ないことも多い。むしろ、非日常におけるポジティ
ブ感情の過度な高まりが、日常生活への不適応を
喚起する危険性も持つことがある。療育機関であ
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る放課後等 DS においては、子どもたちの状況を
逐次アセスメントし、次の支援につなげることは、
重要な役割のひとつであるが、その一方でプログ
ラムの運営や、日々の支援の中で、さまざまな背
景を持つ指導員が安定的なアセスメントを行える
までの状況にあるとはいいがたい。前出の厚生労
働省が示したガイドラインも、事業所自体を評価
する評価表を示しているものの、利用者もプログ
ラムも多岐にわたる個々のアセスメントにつなが
るものとはいえない。そこで、放課後等 DS にお
けるアセスメントのシステムを整える必要性があ
ると考えた。
　これには、プログラム評価の考え方を適用する
ことができるのではなかろうか。プログラム評価
は、「ある特定の目的を持った社会・コミュニティ
への介入プログラムに関しての実施状況や結果情
報を系統立てて収集し、より効果的なプログラム
に向けてそれらの情報を活用すること」と定義さ
れる。Linney and Wandersman（1996）による
プログラムの評価モデルである 4 ステップ・モデ
ルでは、プログラム目標の設定の後、第 2 ステッ
プでプロセス評価、第 3 ステップでアウトカム評
価、第 4 ステップでインパクト評価へと進む。各
評価の内容について、以下にまとめておく。

５－４－１　プロセス評価
　プログラムにおいて、プログラムが実際にどの

ように行われたのかを示すものである。プログラ
ムやプログラム実施による効果に関連はしている
が、直接それを評価するものではない。プログラ
ムの企画と併せて考えた場合、concept に基づい
てプログラムが実施されているのかを評価するこ
とになる。

５－４－２　アウトカム評価
　プログラム実施直後の効果を検証するものであ
る。短期、またはプログラム実施直後の効果の測
定にその関心が置かれており、企画を含めたプロ
グラムデザインでは、goal で掲げている具体的な
目標がこれに当たる。ここまで述べてきた放課後
等 DS でのプログラム開発の考え方においては、
各ライフスキルの習得がこれに相当する。

５－４－３　インパクト評価
　プログラム企画で考えられた object の評価で
ある。プログラムが目指している最終的な効果も
しくは長期的な効果であるインパクトに焦点が置
かれている。ここまで述べてきた放課後等 DS で
のプログラム開発においては、wellness の習得が
これに相当する。

５－４－４　プログラムの企画と評価の関係
　以上のような評価を踏まえ、プログラムの企画
と評価の関係を以下のFigure 2にまとめた（中村 , 

Figure2. プログラムの企画と評価の関係
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2011 より一部改変）。これをみると、object は幾
つかのスモールステップ、つまり、段階的に設定
された goal を到達するというプロセスを経るた
め、プログラムの運営者やプログラムへの参加者
のスキルや状況によっては、goal は達成されたが
object までは到達しないケースが起こり得ること
がわかる。これが、イベント的なプログラムの最
中やその直後は効果が見られ、行動変容が見られ
たにもかかわらず、日常場面においては持続しな
いというケース、つまり、一部のライフスキルの
習得は goal であり、wellness の獲得が object で
あるため、goal が達成されても、object にまでは
到達しないというケースということである。

６．放課後等デイサービスの問題とその解決方法
　以上を受け、放課後等 DS における問題点を、
プログラム開発の観点からまとめる。問題点は大
きく分けて 2 つあると考えられる。一つは、プロ
グラムの問題であり、もう一つは放課後等 DS と
いう場の問題である。

６－１　プログラムの問題
　前述のように、放課後等 DS は新しい制度であ
り、どのように開発し、実施すれば効果が生まれ
るのかといった実証的な検証が不十分であるとい
える。また、放課後等 DS は療育の役割を持つ事
業であることから、対象者である子どもとその家
族は、放課後等 DS の事業所に通所することで、
ポジティブな行動変容がもたらされることを期待
しているものの、このような臨床的なプログラム
の評価は一般的に難しいとされている。しかも、
長期的な効果の検証も必要である。そのためには、
日々のアセスメントの手法の確立も必要となる。
　そこで、プログラムの開発においては、前節で
述べたようなプログラムデザインの活用が有効で
あると考えられる。

６－２　場の問題
　現行の放課後等 DS には、特有の問題があると
考えられる。冒頭で述べたように、精神障害、知
的障害、身体障害の 3 障害は法制度上、一元化さ
れたため、どのような障害を持つ子どもが利用を

希望するのかわからないのである。さらに、発達
段階が低いほど、苦手なことの背景が、障害の特
性上のものなのか、発達段階上の個人差なのか、
個人のパーソナリティ特性によるものなのか、そ
の識別が困難である。さらに、発達障害の場合、
生活上の困難は個別性が高く、同じ障害や疾病名
を持つからといって、同じ対応をするのが正解と
は限らない。
　加えて、放課後等 DS のスタッフは、児童発達
支援管理責任者こそ、資格の規定があるものの、
それ以外の指導員については多様な背景を有して
いる。また、児童発達支援管理責任者も、市区町
村または都道府県が実施する「児童発達支援管理
責任者研修」および「相談支援従事者初任者研修」
の 2 つの講習の受講が義務付けられているもの
の、資格要件は医師、保健師、栄養士、社会福祉
士、言語聴覚士、歯科衛生士、柔道整復師、精神
保健福祉士など、22 もの多岐にわたる資格が挙
げられており、プログラム開発やアセスメントの
専門性に関しては、質の担保が難しいということ
が、実際の現場において指摘されている。
　しかし、通所の対象となる子どもの障害の多様
性は、インクルーシブ社会を反映したものでもあ
り、プログラムデザインの仕方によっては「４．」
で述べたように、どのような対象者であっても、
長期的な成果をもたらすことが可能であると考え
られる。そのためには、前述のようなプログラム
デザインを構築し、concept や goal の設定をわか
りやすくすることで評価の視点が明白になり、ス
タッフによるアセスメントや子どもをみる視点の
共有がしやすくなるのみならず、本人や家族も成
果を実感しやすくなると考えられる。これは結果
的に、object つまり、最終的な wellness の獲得
につながるものと考えられる。また、concept が
明確になることで、各事業所の特徴をわかりやす
く示すことができ、利用者である子どもや家族は、
当面の間乱立すると考えられる放課後等 DS のう
ち、各自に合った事業所を選ぶ際に役立てること
ができるといえよう。
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